
 1

 
 

都市計画道路の整備手法に関する評価と課題 
―長野県佐久市における事例研究－ 

 
 
 

倉根 明徳1・川上 光彦2 
 

1正会員 長野県建設部（〒380-8570長野県長野市大字南長野字幅下692-2） 
E-mail: kurane-akinori-r@pref.nagano.lg.jp 

2正会員 金沢大学教授 理工研究域環境デザイン学系（〒920-1192 石川県金沢市角間町） 
E-mail: kawakami@t.kanazawa-u.ac.jp 

 

 

本研究は、都市計画道路の整備手法である、用地買収方式と区画整理方式の適用実態を踏まえた上で、

両整備手法の評価及び課題を明らかにすることを目的としている。なお、本研究では、事例研究として、

同時期に両整備手法を用いた都市計画道路整備を行った長野県佐久市を対象に調査を行った。 
その結果、整備手法を検討する際は、整備する都市計画道路の沿線を含む比較的広い範囲の住民を対象

に、残地希望等を聞くためのアンケート調査や戸別の訪問調査を実施していること、既成市街地での用地

買収方式は、都市計画の面で問題が多いだけでなく住民との合意形成が困難であること、区画整理方式は

沿道の低未利用地の活用という面では有効な整備手法であるが、多額の費用がかかるため、現在の交付金

事業等の制度では実施が困難であることなどが明らかになった。 
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1. はじめに 
 
 (1) 研究の背景 
平成21年3月末現在、全国で都市計画決定されている

幹線街路の延長約66.2千kmの内、約27.7千kmが未整備で

あり、その約6割にあたる17.6千kmが既成市街地（１）に都

市計画決定されているものである（２）。既成市街地にお

ける都市計画道路整備では、残留希望があっても用地買

収により土地が狭小となり残留できない場合があったり、

残地が不整形で道路整備後の土地利用が困難であったり

すること等が理由で、地権者の合意が得られず、事業に

着手できない場合や着手できても事業が長期化するとい

った問題が生じることがある。 
国土交通省では、このような課題に対応するため、昭

和58年に沿道区画整理型街路事業(以下、沿区とする)、
平成11年に沿道整備街路事業(以下、沿街とする)及び沿

道再開発型街路事業といった区画整理方式による整備手

法を創設した。なお、沿区については、制度の創設から

約30年経過していることもあり、現在までに全国で100
箇所以上の実績があるが、沿街については、制度の創設

から約10年経過しているにも関わらず、平成22年3月末

現在で12箇所２）と、ほとんど活用されていないのが現

状である。 

 (2) 研究の目的 
都市計画道路整備後の土地利用を考慮すれば、狭小で

不整形な残地が生じやすい用地買収方式よりも、道路整

備と合わせて沿道の整備が図れる区画整理方式によって

都市計画道路の整備を行うことが望ましいと考えられる

が、区画整理方式は用地買収方式よりも事業費が高くな

ること、区画整理を行うため減歩が発生すること、さら

に、街路事業の採択にあたっては、用地買収方式による

事業実施が前提となっている１）こと等から積極的に用

いられることはない。しかし、未整備路線の多くが既成

市街地に計画されている路線であること、また、コンパ

クトシティの実現に向けて既成市街地の土地活用を促進

させる必要があること等から、都市計画道路の整備にあ

たっては、用地買収方式を前提とするのではなく、計画

段階から区画整理方式も含めた整備手法の検討を行って

いく必要があると考えられる。 
そこで本研究では、同時期に用地買収方式と区画整理

方式を用いて都市計画道路の整備を行った長野県佐久市

を事例に、整備手法決定までの検討過程や事業内容等を

比較分析することで、両整備手法の評価及び課題を明ら

かにすることを目的としている。なお、佐久市では、全

国的にあまり事例のない沿道整備街路事業によって2箇
所の都市計画道路を整備している点が特徴である。 
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(3) 既存研究 
紙田ら３）は、都市計画道路の最適な整備手法の選択

方法を構築することを目的として、市街地の幹線ネット

ワークを成す都市計画道路のある区間の整備を行うにあ

たり、沿道の属性の違いによる影響を考慮に入れて、最

適な整備手法を選択するための方法「ツールセットデザ

イン」を構築している。川上ら４）は、金沢市の既成市

街地における都市計画道路整備事例を対象として、整備

に伴う沿道土地利用の変容の実態を明らかにし、都市計

画上の課題について考察している。惣司ら５）は、沿区

事業によって道路拡幅とその沿道の建物と地区内の景観

及び環境の整備を行った山梨県の身延駅前地区を対象に、

その整備過程について考察している。しかし、どの研究

も沿街については論じておらず、また、用地買収方式と

区画整理方式を比較分析したものや、沿区と沿街を含め

た区画整理方式の評価と課題について論じた研究は見当

たらない。 

 

(4) 研究の方法 
本研究においては、各整備箇所の事業主体である佐久

市の担当者と一部整備箇所の都市計画道路の決定主体で

ある長野県の担当者に対するヒアリング調査及び佐久市

が作成した報告書等の文献調査から、整備手法決定まで

の検討過程や事業内容を整理し、整備手法の評価及び課

題を明らかにした。なお、ヒアリング調査の詳細は以下

のとおりである。 
・佐久市 
対象：建設部都市計画課区画整理係担当者 
日時：平成22年9月10日 13:00～15:00 
    平成23年1月28日 13:30～15:00 

・長野県建設部 
 対象：佐久建設事務所整備課担当者（当時） 

 日時：平成23年7月20日 13:30～14:30 
 

 

2. 都市計画道路の整備手法について 
 
(1) 用地買収方式 

用地買収方式は、基本的に都市計画道路の整備のみに

必要な土地を買収し、支障となる物件等は金銭補償する

ことで事業を進めていく手法である。よって、都市計画

道路区域の内外で一体的に使用している土地であっても、

都市計画道路区域外の土地は買収されず残地となる。都

市計画道路整備に必要な用地買収や物件補償しか行わな

いため、最も経済的な手法といえるが、用地買収によっ

て狭小で不整形な残地が生まれることがあり、地権者と

の合意形成や道路整備後の土地利用、まちづくり等の面

で問題が生じる場合がある。 

(2) 区画整理方式 

1) 沿道区画整理型街路事業（沿区） 
区画整理方式のひとつである沿区は、都市計画道路を

中心とする帯状の地区について、都市計画道路を整備す

るとともに、沿道の１街区を同時に整備することにより、

街路と沿道の一体的整備を図る手法である。なお、施行

区域は基本的に5ha未満が対象であり、5ha以上になる場

合は土地区画整理事業により整備が図られる。また、後

述する沿街との大きな違いは、施行区域を都市計画決定

して事業を進める点である。 

 

2) 沿道整備街路事業（沿街） 

沿街は、沿区を用いても事業化が困難な地区を対象に

用いられる整備手法であり、都市計画決定を必要とせず、

敷地単位の土地区画整理によって都市計画道路の整備を

図るものである。沿区とは違い都市計画決定が不要であ

り、また敷地単位で区画整理が行えるため、用地買収方

式で進めていた区間で用地交渉が難航した場合など、迅

速かつ部分的に対応が可能である。ただし、あくまで個

人施行となるため、強制力はなく、また、税制面でも、

都市計画道路の区域外の土地を減価買収として買収した

場合は5千万円特別控除は適用されない。 

 なお、区画整理方式としては、沿区、沿街の他に沿道

再開発型街路事業（沿再）があるが、適応事例が少ない

ことや汎用性も高くないと考えられることから、本研究

においては対象としないこととする。 
 

 

3. 整備手法の決定経緯について 
 

表1及び図1は、佐久市において平成8年から平成23年
までに実施された区画整理方式の街路事業内容と位置図

である。都市計画道路の決定主体は、近津地区を除きす

べて長野県であるが、事業の実施主体はすべて佐久市で

ある。区画整理方式は街路と沿線地区の一体的なまちづ

くりを行う手法であることから、地域の実情を熟知した

市が事業主体となり、県は街路整備の負担金を支払う形

で事業に加わっている。以下では、各地区における整備

手法の決定経緯について整理する。 

 
(1) 岩村田西本町地区 

西本町地区は、当初、用地買収方式による整備を予定

していたが、地区内には3本の都市計画道路と駅前広場

が都市計画決定されており、用地買収方式では多くの家

屋や商店が地区からの転出を余儀なくされるという課題

があった。そこで、佐久市としては初となる沿区での整

備を県に提案し実施された。区画整理方式で整備を行う

ことについては、街路整備に合わせて商店の近代化をし
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たいとする地元意向もあり実現した。なお、計画決定地

区の外縁部にも密集した住宅地があり、広い範囲で土地

区画整理事業を実施する選択肢もあったが、新幹線開業

等のスケジュールも考慮した上で、必要最小限の区域と

し、沿区で計画決定した。 
 
(2) 近津地区 

近津地区については、平成6年から実施された佐久平

駅周辺土地区画整理事業に合わせて地区内に都市計画道

路が計画決定されたが、住宅地内の計画であったため事

業化までは至らなかった。その後、地区内の都市計画道

路と接続していた国道がパイパスの整備に伴い市道に変

更になり、都市計画道路の法線変更が必要となったこと

から、法線の変更と合わせて沿区を地元へ提案した。反

対意見も出されたが、低未利用地の有効活用を目的に、

最終的には4.7haに絞り、沿区で事業化した。なお、延長

約634mの中には用地買収方式で整備が可能な区間もあ

ったが、一体的な土地利用と沿道の低未利用地の計画的

な活用を目的に沿区で都市計画決定した。事業途中で飛

び地の約0.8haを加えて最終的には5.5haとなったが、当該

地区を含む14haの範囲を対象に土地区画整理等検討する

地元組織が立ち上がっており、近津地区についても十分

議論されていたことから、反対意見もあったが、大きな

混乱もなく進んだ。 
 
(3) 野沢本町地区 

野沢本町地区は、佐久市において初めて実施した沿街

の施行地区である。当初は当該都市計画道路の事業区間

約420ｍすべてを用地買収方式で整備する計画であった

が、計画の当初から沿道整備も視野に入れながら検討が

行われていた。そして、地権者を対象とした事業説明会 
 
  

 

図1 区画整理方式による街路事業の位置図 

 

において、参加者に土地活用等に関するアンケート調査

を実施した。アンケート調査は、沿道地権者45名の内、

説明会に参加した29名に対して実施し、25名から回答を

得た（回収率86％）。調査内容は、沿道整備を含めた街

路事業実施の是非、道路整備後の敷地面積、位置、まち 
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表 1 区画整理方式による街路事業の内容について（３） 

地区名 岩村田西本町 岩村田相生町南 近津 野沢本町 一本柳

都計道決定主体 長野県 長野県 佐久市 長野県 長野県

施行者 佐久市 佐久市 佐久市 佐久市（同意施行者） 佐久市（同意施行者）

施行面積 4.4ha 1.5ha 5.5ha 0.66ha 0.18ha

地権者数 83人 15人 35人 17人 6人

用途地域 一種住居、二種住居、近商、準工業 一種住居、近商、準工業 工業 一種住居、準住居、近商 一種住居

事業年度 Ｈ8～Ｈ14 Ｈ18～Ｈ22 Ｈ19～Ｈ23 Ｈ14～Ｈ17 Ｈ20～Ｈ22

減歩率 18.56% 13.18% 22.10% 6.51% 2.38%

街路延長 約388ｍ 約200ｍ 約634ｍ 約89ｍ 約33ｍ

総事業費 約28.2億円 約4.5億円 約20億円 約1.6億円 約0.5億円

都市計画決定 H8.7.5 H18.12.14 H19.3.30 － －

事業認可日 H8.12.24 H19.8.3 H20.5.14 H15.3.24 H21.2.19

沿道区画整理型街路事業 沿道整備街路事業
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づくりの方向性等を調査し、事業者に対してはさらに事

業の将来性について質問している。その結果、事業の実

施に賛成の地権者が64％いたこと、また利便性が向上す

るのであれば多少敷地の面積が減っても構わないと回答

した地権者が30％いたこと、さらに現在の位置から移動

しても構わないと回答した地権者が19％いたことから、

区画整理方式による街路整備を具体的に検討していくこ

ととなった。その後、説明会に参加しなかった地権者も

含めて、地権者全員と個別相談を行った結果を踏まえて、

都市計画道路の整備区間約420ｍの内、約89ｍの区間を

沿街で整備することに決めた。なお、個別相談の聞き取

り内容はアンケート調査とほぼ同じであるが、計画図面

を用いながらより具体的な希望を個別に調査し、その内

容を踏まえて地区を絞り込んでいった。 

沿区と沿街の選択については、県の担当者が市に対し

て沿街での事業実施を提案していたことがわかった。整

備手法について検討が行われた時期は平成11年から平成

14年であったため、市としては創設されたばかりの沿街

の導入に積極的ではなかったが、県からの説明を受け、

地権者の換地への理解があったこと、地区に創設された

協議会が街並みの形成に積極的であったこと、仮にすべ

ての地権者から早急に理解が得られなくても車道幅は確

保できたこと等を考慮し、当該地区には強制力を持って

進める必要はなく、沿街手法が適していると判断した。

県の担当者も創設されたばかりの制度であったが、地区

の状況から沿街が適していると判断し、積極的に検討を

行った。 

 

 (4) 相生町南地区及び一本柳地区 

相生町南地区と一本柳地区については、同一の都市計

画道路区域内にある地区である。当初は、交差点部分で

あり、住宅が密集していた相生町南地区のみを沿区で整

備し、残りの区間は用地買収方式で整備する計画であっ

た。しかし、用地買収方式で検討していた区間の中で一

部、残地等の問題から地権者の理解が得られない地区

（一本柳地区）が生じた。一本柳地区の施行前の状況が

図2、施行後は図3であるが、市と地権者の協議により、

都市計画道路の整備後に地区外へ転出を希望していた②、

都市計画道路沿いの土地を希望した③及び⑤、旧道沿い

の土地を希望した④の意向が沿街により解決することが

わかり、部分的に沿街を導入した。前述した野沢本町地

区で沿街の経験があったことや、地権者が少人数であっ

たこと等から、迅速な対応を行うことができ、事業認可

から1年で工事が完了し、全体的な事業の進捗を遅らせ

ずに済んだ。このような小規模、少人数での部分的な沿

街の導入は、事業費の増大も最小限に抑えられることが

可能である。以上のように、同一の都市計画道路内であ

っても、強制力を持たせる沿区により事業を進めるべき

区間と、用地買収方式によって最小限の事業費で事業を

進める区間を分け、部分的に沿街を入れていく手法は、

街路事業を円滑に進めていく上で有効であると考えられ

る。 
 

 

凡例 

計画区域 

 

都市計画道路

 

建物等 

 

① 

② ③ 

④ 

⑤ 

 

図2 一本柳地区（沿街）施行前（３） 
 

 

凡例 

計画区域 

 

都市計画道路

 

建物等 

 

① 

③ 

④ 

⑤ 

③ 

 

図3 一本柳地区（沿街）施行後（３） 
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4. 整備手法の評価と課題について 
 

表2は、佐久市における幹線街路の整備状況（平成22
年3月末現在）である。ここでは、佐久市での適用実績

から各整備手法の評価と課題について考察する。 

 まず、幹線街路の整備率については、長野県全体の整

備率が39.2％であるのに対し、63.6％と高い整備率であ

る。これは、長野新幹線の開業に伴う佐久平駅の建設に

関連した土地区画整理事業等により整備が進んだことが

要因のひとつと考えられる。ただし、改良済延長を整備

手法別にみると、用地買収方式による整備が約9割を占

めている。これは、街路事業が用地買収方式を前提とし

ていることや事業費が最小限で済むこと等が関係してい

ると思われるが、用地買収によって狭小で不整形な残地

が生じている箇所も存在する。これまでのように人口増

加に伴う自動車台数の増加や市街地の拡大等に早急に対

応するためには用地買収方式が最も合理的であったと考

えられるが、人口減少時代に入り、都市のコンパクト化

や集約化が求められる中では、単純に交通需要に対応す

るだけではなく、整備後の沿道の土地利用も考慮した都

市計画道路整備が必要になると思われる。 
そのような場合、効果的な整備手法が面的な整備も行

える区画整理方式であるが、実績は多くないのが現状で

ある。佐久市の事例では、改良済延長の1割程度であり、

さらに、沿区や沿街はその約2割程度である。実績が少

ない理由は前述のとおりであるが、佐久市の担当者に対

するヒアリング調査の結果では、住民との合意形成を図

る目的だけでなく、用途地域内の低未利用地の活用を目

的として、積極的に区画整理方式による街路事業を検討

していることがわかった。しかし、区画整理方式は用地

買収方式に比べて事業費が高くなるという課題もある。

駅前や中心市街地のような地区では市民の理解も得られ

やすいと考えられるが、既成市街地の中でも中心市街地

から離れた地区等では、面的な整備に多額の予算を充て

ることは困難な場合がある。さらに、整備の対象となる

都市計画道路が県決定の路線であった場合は、市として

予算を充てる理由を問われることになる。佐久市の場合 

 

表2 佐久市の幹線街路整備状況について（４） 

決定延長（H22.3末現在） 70,398 ｍ 100.0%
未改良 25,624 ｍ 36.4%
改良済 44,774 ｍ 63.6%

　（改良済内訳） 44,774 ｍ 100.0%
　　用地買収方式 39,284 ｍ 87.7%
　　区画整理方式 5,490 ｍ 12.3%

　（区画整理方式内訳） 5,490 ｍ 100.0%
　　　　沿区 1,223 ｍ 22.3%
　　　　沿街 122 ｍ 2.2%
　　　　区画整理事業 4,145 ｍ 75.5%  

は、佐久平駅周辺土地区画整理事業が市民や市役所内で

評価されていた（５）ことから、区画整理方式を用いるこ

とに大きな反対意見はなかったようであるが、多額の費

用を必要とする区画整理方式を多用することは困難であ

ることは変わらない。また、県として、街路事業を進め

ていく上で区画整理方式を用いることが適当であると判

断した場合でも、市町村との調整がつかず事業が滞るこ

とも考えられる。 

 区画整理方式における沿区と沿街の評価及び課題であ

るが、佐久市の事例をみると、既存の道路がない地区で

の新設整備や交差点など、一部でも供用できない部分が

あると事業効果が得られない場合や関連した事業があり

時間的な制約がある場合には、強制力のある沿区を用い

て整備し、既存道路の拡幅であったり、部分的な課題の

対応策として沿街を用いて整備を行っている。沿街は、

沿区をさらに使いやすくした整備手法とされているが、

担当者としては、法的な強制力がないため最後まで事業

区域を確定できないという不安要素があることや5千万

円特別控除は適用されない等から、面的な整備手法とし

ては、必ずしも高い評価をしているわけではないことが

わかった。むしろ、部分的な問題解決手法として評価し

ているものと考えられる。 

 

 

5. まとめ 
 

本研究では、長野県佐久市を事例に、整備手法決定ま

での検討過程や事業内容等を比較分析し、整備手法の評

価及び課題について明らかにした。 
整備手法の検討においては、用地買収方式が前提とな

っているものの、当該地区の土地利用状況等を把握した

上で、当初から区画整理方式での整備を検討している実

態がある。なお、整備手法を検討する際は、整備する都

市計画道路の沿線を含む比較的広い範囲の住民を対象に、

残地希望等を聞くためのアンケート調査や戸別の訪問調

査を実施した上で、エリア毎に整備手法を決定している

ことがわかった。 

最も実績のある用地買収方式については、街路事業が

用地買収方式による事業実施を前提としている関係上、

今後も多くの街路整備が用地買収方式によって進められ

ると思われるが、野沢本町地区のような既成市街地では

住民との合意形成が困難であり、また既成市街地でも郊

外に位置付けられる一本柳地区においても問題が生じる

など、合意形成の面で課題が多い。さらに、沿道の低未

利用地の活用が困難という課題があるだけでなく、新た

な低未利用地を生む可能性もあることから、特に既成市

街地においては適さない手法といえる。 
区画整理方式のひとつである沿区については、街路整
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備と沿道の面的整備が同時に行える手法であるため、集

約型都市を目指す上では有効な手法であるといえる。特

に都市計画道路の沿道に低未利用地が多く存在している

場合などは、沿区による整備効果は大きいと考えられる。

本研究で事例とした3地区についても、街路整備と合わ

せて行われた面的整備により、低未利用地の活用が図ら

れている。しかし、沿区による整備には多額の費用を必

要とするため、現行の交付金事業等の制度では積極的に

用いることは困難である。すべての街路事業において区

画整理方式を前提とすることは現実的ではないが、例え

ば市街化区域や用途地域内での街路事業においては区画

整理方式を前提とした上で、交付率を嵩上げする等の制

度改正が必要と考えられる。なお、沿街については、用

地買収方式で事業を進めている地区等で、用地買収の問

題が生じた場合の解決策のひとつとしては有効な手法と

いえるが、面的な整備という面では不確定要素が多く、

用いることは困難であることがわかった。平成22年3月
末現在で12箇所ある沿街の施行地区をみても、すべての

地区が地権者20名以下の小規模な地区であり、さらにそ

の半数の6地区は10名以下の地権者である。このことか

らも面的な整備手法としてではなく、部分的な用地買収

方法といえる。ただし、前述したように、街路事業を進

めていく上では部分的な沿街の適用は有効であることか

ら、都市計画道路の区域外の土地についても5千万円特

別控除が適用されるような法的な担保が必要であると考

えられる。 
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補注 

(1) 本研究では、市街化区域又は用途地域設定区域を既成市街

地として定義している。 

(2)  参考文献１）より算出した。 
(3)  佐久市からの提供資料を基に筆者が作成した。 
(4) 平成21年度佐久都市計画都市計画基礎調査の結果を基に筆

者が作成した。 

(5) 佐久市の担当者に対するヒアリング調査の結果、人口増加

や税収の増加につながった佐久平駅周辺土地区画整理事業

が市民や市役所内において評価されていることがわかった。 
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